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～令和８年６月の勉強会のお知らせ＆令和８年５月の勉強会報告～

第３１０回　地域ネットワーク勉強会報告 令和８年５月21日開催　<参加者27名>

第３１１回　地域ネットワーク勉強会

　今回の勉強会では「作業療法士の役割と専門性」をテーマに千葉県香取市で訪問リハビリテーションなどの事

業を展開している『合同会社NEXT』の作業療法士の多田賢五さんをお招きしました。講義の中では、作業療法

の歴史や理学療法との違いなどを実際に多田さんが訪問したケースの事例を交えてお話しいただきました。多田

さんからは「作業療法もまだまだ発展途上の領域となりますが、今後もケースを通じて他の専門職の方と関わら

せてもらいながら共に成長し、支援を必要とする方の生活が少しでも豊かになるように貢献していきたいと思っ

ていますので今後ともよろしくお願いします」と参加された方へ呼びかけられました。

申込・問合先　神栖市社協 神栖本所　電話 ０２９９-９３-０２９４

　会場には情報提供・紹介コーナーを設けています。福祉や医療に関する

事業所等のパンフレットやチラシ、研修会のご案内など、配布、展示いたします。

　当日のご持参でもかまいません。みなさまからの情報をお待ちしています。　　

　駐車場は会館新館のロータリー側（右図『駐車場④』）をご利用ください。　　　　

QRコードでの
申込みも可能です

 日時：６月25日（木）　   

 時間：午後1時30分～午後3時

 場所：保健･福祉会館2階 研修室

 ※事前申込をお願いします。

その人の「生活」を「作業」で支えるスペシャリスト

～作業療法士の役割と専門性～

◇講師◇

鈴木 伸洋氏(司法書士)

カシマ総合法務サービス 代表

　司法書士の仕事内容として「登記の専門家」というイメージを持たれている方も多いと思いますが、

実は「登記」の他にも企業や個人から依頼を受けて、法的に効力のある書類の作成、親族が亡くなった

ときの相続や借金トラブルについての相談、会社設立に向けたサポートなど、業務内容は多岐にわたり

ます。司法書士は業務独占の国家資格で、業務を行うためには、法務省が管轄する司法書士資格を取得

する必要があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　今回の勉強会では、神栖市で司法書士事務所を開設されている鈴木伸洋さんをお招きし、「街の身近

な法律家」である司法書士の業務内容について、わかりやすくお話しいただきます。また、講師の鈴木

さんは成年後見人等として活動されており、後見業務についても具体的な事例を交えてお話しいただく

予定です。福祉に関わる対人援助職の方をはじめ、法律に馴染みのうすい一般の方や司法書士の資格に

興味・関心のある方など多くの皆さまのご参加をお待ちしております。　　　　　　　　　　　　　　

講師：合同会社NEXT

　　　統括責任者　多田 賢五氏（作業療法士）　

◇開催時間にご注意ください◇


